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原子力損害賠償の進捗状況について

１

原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績

平成25年5月24日現在

個人
個人（自主的避難
等に係る損害）

法人・個人
事業主など

ご請求について

　　ご請求書の受付件数（累計）※1 約414,000件 約1,288,000件 約177,000件

合意状況について　※2

　　合意いただけた件数（累計） 約369,000件 約152,000件

　　合意いただけた金額 約8,184億円 約11,509億円

本賠償の状況について

　　本賠償の件数（累計） 約346,000件 約1,275,000件 約150,000件

　　本賠償の金額　※3 約7,290億円 約3,514億円 約11,044億円

これまでのお支払い金額について

　　本賠償の金額　※3 約21,849億円 ①

　　仮払補償金 約1,496億円 ②

　　お支払い総額 約23,345億円 ①＋②

※2 自主的避難等に係る損害については、合意書は発送しておりません。

※3 仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。

※1 平成25年5月23日現在。

至近の賠償に関するお知らせ

○就労不能損害における『特別の努力』のお取り扱い

○要介護状態等特別のご事情をお持ちの方に対する精神的損害の増加分の賠償

○帳簿に記載のない償却資産のお取り扱い

・平成23年３月から平成24年２月について既にお支払い済みの就労不能損害についても、平成24
年３月以降と同様に、新たに就労されたお勤め先から得ている収入の一定範囲について「特別
の努力」を適用させていただくもの。

※具体的な扱い等のお知らせは現在準備中

・当社事故発生時に避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった方で、要介護状態等特
別なご事情をお持ちの方を対象に、より困難な避難生活等を強いられたことへの精神的損害の
追加の賠償をさせていただくもの。

※具体的な扱い等のお知らせは現在準備中

・個人事業主さまの償却資産について、帳簿に記載がない場合、写真など簡易な必要書類をご用
意いただくことで、ご請求いただけるよう、取り扱いを変更するもの。

・５月30日より、対象となるご請求者さまに、ご案内のダイレクトメールを送付し、ご請求の受
付を開始しております。
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原子力損害賠償の進捗状況について

＜本賠償のご請求状況（個人）＞

＜賠償金のお支払い状況※＞ ※本賠償のお支払開始：H23年10月

【年/月末】

①

②

③

④

政府補償 ： 1,200 億円 (H23.11)

資金交付 ： 24,548 億円 (H23.11～H25.4)

合計 ： 25,748 億円

２
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＜原子力損害賠償の体制＞

＜請求書類確認所要日数（除く自主的避難）＞

＜支払手続所要日数（除く自主的避難）＞

【個人】

【個人※】

目標：3週間

（年/月）

※H25.3にデータ採録方法の修正による実績の遡及訂正を実施（H24.3～H25.2）

【法人・個人事業主】

目標：3週間

（年/月）

【個人】

目標：1週間

（年/月）

目標：1週間

【法人・個人事業主】

（年/月）

全
体
の
支
援
・
管
理

110
人

全
体
の
支
援
・
管
理

110
人

補償相談コールセンター

1,200人

補償相談コールセンター

1,200人

補償推進ユニット
7,400人

補償推進ユニット
7,400人

補償相談センター
（14カ所）2,100人
［内、福島県内は1,200人］

補償相談センター
（14カ所）2,100人
［内、福島県内は1,200人］

電話での受付・ご説明

請求書等の発送・受領・確認
支払手続き

説明会・相談窓口
個別訪問

請求書等の配付・受付

福島原子力補償相談室 (1万人以上の体制)

平成25年5月1日現在福島復興本社

※補償相談センター；福島県内は４箇所（福島市［南相馬事務所を含む］、いわき市、郡山市、

会津若松市）、仙台、柏崎、栃木、群馬、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡に各１箇所。
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110
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1,200人

補償相談コールセンター

1,200人

補償推進ユニット
7,400人

補償推進ユニット
7,400人

補償相談センター
（14カ所）2,100人
［内、福島県内は1,200人］

補償相談センター
（14カ所）2,100人
［内、福島県内は1,200人］

電話での受付・ご説明

請求書等の発送・受領・確認
支払手続き

説明会・相談窓口
個別訪問

請求書等の配付・受付

福島原子力補償相談室 (1万人以上の体制)

平成25年5月1日現在福島復興本社

※補償相談センター；福島県内は４箇所（福島市［南相馬事務所を含む］、いわき市、郡山市、

会津若松市）、仙台、柏崎、栃木、群馬、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡に各１箇所。

補償相談ユニット
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